
日本臨床細胞学会埼玉県支部会会則 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本会は日本臨床細胞学会埼玉支部会と称し，日本臨床細胞学会に所属

する． 

（事務所等） 

第２条 本会の支部事務局を埼玉医科大学総合医療センター病理部に，会員管

理事務局を埼玉医科大学国際医療センター病理診断科に，編集局を埼玉医科大

学国際医療センター病理診断科に，会計事務局を埼玉社会保険病院病理部にそ

れぞれ置く．必要に応じ，専門医会，細胞検査士会を置くことができる． 

第２章 目的および事業 

    

（目的） 

第３条 本会は，埼玉県における臨床細胞学の進歩と普及を図るとともに，細

胞診断業務に従事するものに対して，細胞診断の教育指導に関する事業を行い，

また，会員相互の親睦と連携を図ることを目的とする． 

（事業） 

第４条 本会は，前条の目的を達成するために次の事業を行なう． 

（１） 学術集会，講習会，研修会等の開催 

（２） 支部会誌等の刊行 

（３） 細胞診専門医会，細胞診検査士会の開催 

（４） その他目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会員 

 

（種別） 

第５条 本会の会員は埼玉県内に在住ないし埼玉県内の施設に従事し，本会の

目的に賛同するもので，次のとおりとする． 

（１） 正会員  日本臨床細胞学会に所属する会員 

（２） 栄誉会員 本会の支部長，副支部長の経験者ないし本会の発



展にとくに功労のあった者 

（３） 功績会員 本会の役員に10年以上就任した者ないし本会の発

展にとくに功労のあった者 

（４） 賛助会員 本会の事業を援助するために入会した団体 

（５） 準会員  日本臨床細胞学会に所属せず，本会を援助するた

めに入会した個人 

（入会） 

第６条 栄誉会員，功績会員以外の会員として本会の会員になろうとする者は，

所定の入会申込書を支部長に提出し，理事会の承認を得なければならない． 

２ 日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医および細胞検査士は本会に自動

的に入会するものとする． 

（会費） 

第７条 会員は毎年３月末日までに会費を納入しなければならない． 

２ 栄誉会員，功績会員は会費を納めることを要しない． 

（資格の喪失） 

第８条 会員が次の各号の一に該当する場合には，その資格を喪失する． 

（１） 退会したとき 

（２） 本人が死亡したとき，または，会員である団体が解散したと

き  

（３） 継続して２年以上会費を滞納し，督促に応じないとき 

（４） 除名されたとき 

（退会） 

第９条 会員は任意に退会するときは，退会届を支部長に提出し，退会するこ

とができる． 

（除名） 

第 10条 会員が次の各号の一に該当する場合には，理事会の審議および総会の

議決を経て除名することができる．この場合，その会員に対し，議決前に弁明

の機会を与えなければならない． 

（１） 本会の名誉を傷つけ，または，目的に反する行為があったと

き 

（２） 本会の会員としての義務に違反したとき 

（拠出金品の不返還） 



第 11条 既に納入した会費およびその他の拠出金品は，いかなる事由があって

もこれを返還しない． 

 

第４章 役員 

 

（種類） 

第 12条 本会には，次の役員を置く． 

（１） 支部長   １名 

（２） 副支部長  若干名 

（３） 理事    正会員の 10％以下の人数とする（医師，技師は

約半数ずつを目安とする） 

（４） 監事    ２名 

（選任） 

第 13条 理事および監事は，総会において正会員の中から選出する．選出の手

続きは，別に定める． 

２ 支部長は理事会において理事の互選により定める．副支部長は支部長

が理事の中から指名する． 

３ 理事，監事は相互に兼ねることはできない． 

（理事の職務） 

第 14条 支部長は，本会を代表し，その業務を総理する． 

２ 副支部長は，支部長を補佐し，支部長に事故あるとき，または，欠け

たときはその職務を代理し，代行する． 

３ 理事は理事会を組織し，総会の権限に属する事項以外の事項を議決し，

本会の業務を執行する． 

（監事の職務） 

第 15条 監事は，次の各号に定める職務を行なう． 

（１） 理事の業務執行の状況を監査する 

（２） 本会の財産の状況を監査する 

（３） 前２号に不正の事実を発見した場合には，これを理事会およ

び総会に報告する 

（４） 前号を報告するため必要がある場合には，総会を招集する 

（５） 理事会に出席することができる．ただし，議決には加わらな



い 

（任期） 

第 16条 役員の任期は，２年とし，再任を妨げない． 

２ 補欠のため，就任した役員の任期は，前任者の任期の残任期間とする． 

３ 役員は，辞任または任期満了後でも，後任者が就任するまでは，その

職務を行なわなければならない． 

（解任） 

第 17条 役員が各号の一に該当するに場合には，理事は理事会において理事総

数の３分の２以上の議決により，監事は総会において出席者の３分の２以上の

議決により，これを解任できる． 

（１） 心身の故障のため，職務の遂行に堪えないと認められたとき 

（２） 職務上に義務違反あるいは役員としてふさわしくない行為が

あったとき 

 

第５章 会議 

 

（種別）   

第 18条 本会の会議は，総会，理事会の２種とし，総会は通常総会および臨時

総会とする． 

（構成） 

第 19条 総会は，正会員をもって構成する． 

２ 理事会は，理事をもって構成する． 

（権能） 

第 20条 総会は以下の事項について議決する． 

（１） 会則の変更 

（２） 事業報告および収支決算 

（３） 会員の除名 

（４） その他運営に関する重要事項 

２ 理事会は以下の事項について議決する． 

（１） 総会に付すべき事項 

（２） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３） その他運営に関する必要事項 



（開催） 

第 21条 通常総会は，毎年１回開催する． 

２ 臨時総会は，次の各号の一に該当する場合に開催する． 

（１） 理事会が必要と認め，招集の請求をしたとき 

（２） 正会員総数の５分の１以上から会議の目的の事項を記載した

書面をもって招集の請求があったとき 

（３） 第 15条の規定により，監事からの招集があったとき 

３ 理事会は，次の各号の一に該当する場合に開催する． 

（１） 支部長が必要と認めたとき 

（２） 理事総数の３分の１以上から会議の目的の事項を示して招集

の請求があったとき 

（３） 第 15条の規定により，監事からの招集の請求があったとき 

（招集） 

第 22条 総会，理事会は前条第２項第３号の場合を除き，支部長が招集する． 

２ 支部長は前条第２項第１号，第２号の規定による請求があったときは

速やかに総会を招集しなければならない．また，前条第３項第２号，第３

号の規定による請求があったときは速やかに理事会を招集しなければなら

ない． 

（議長） 

第 23条 総会の議長は出席した正会員のうちから支部長が指名する．理事会の

議長は出席した理事のうちから支部長が指名する． 

（定足数） 

第 24条 総会は，正会員総数の 3 分の 1 以上の出席（委任状を含む）がなけれ

ば開会することはできない． 

２ 理事会は，理事総数の過半数の出席（委任状を含む）がなければ開会

することはできない． 

（議決） 

第 25条 総会，理事会の議決は，出席した構成員の過半数をもって決し，可否

同数のときは，議長の決するところによる． 

（議事録） 

第 26条 総会，理事会の議事については，次の事項を記載した議事録を作成し

なければならない． 



（１） 日時および場所 

（２） 構成員総数および出席者数（委任者数） 

（３） 審議事項 

（４） 議事の経過の概要および議決の結果  

（５） 議事録署名人２名の選任に関する事項 

２ 議事録には，その会議で選任された議事録署名人２名の署名，押印し

た上で，その議事録を保管する． 

３ 総会の議事録は，全会員に通知する． 

 

第６章 会計 

 

第 27条 本会の会計は，年会費，学術集会参加費，協賛金，寄付金，助成金を

もってあてる． 

第 28条 会費は毎年３月末までに本会へ納入するものとする． 

２ 栄誉会員，功績会員は，会費を免除される． 

第 29条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月 31日に終わる． 

 

細則 

第 30条 本会則の施行細則については理事会において決定する． 

 

附則 

１．本会則は昭和 58年７月 11日より施行する．  

２．昭和 58年７月 16日一部改定する． 

３．昭和 59年７月 14日一部改定する． 

４．平成２年４月１日一部改定する． 

５．平成４年２月 29日一部改定する． 

６．平成６年２月 26日一部改定する． 

７．平成 10年２月 28日一部改定する． 

８．平成 12年３月５日一部改定する． 

９．平成 14年３月９日一部改定する． 

10．平成 20年３月１日一部改定する． 

 



役員選出規定細則 

１．役員選出委員は総務企画委員と理事会が推薦する正会員６名とし，理

事会はこれを委嘱する． 

２．理事および監事の選出は，役員選出委員会が正会員の中から候補者を

推薦し，総会で承認を得る．  

３．支部長は理事の互選により選出する． 

４．副支部長は支部長が理事の中より指名する． 

５．理事は選出年度の３月 31日をもって 65歳に達しないものとする． 

この細則は平成２年２月 17日より施行する． 

平成 16年３月９日一部改定する． 

平成 20年３月１日一部改定する． 

 

栄誉会員および功績会員に関する施行細則 

１．栄誉会員選考基準 

1）本支部の支部長または副支部長の経験者 

2）本支部の発展に特に功労のあった者 

２．功績会員選考基準 

1）本支部の役員に 10年以上就任した者 

2）本支部の発展に特に功労のあった者 

栄誉会員および功績会員は終身称号とする 

この細則は平成４年７月 29日より施行する 

 

会員年会費 

 医師会員   3，５００円 

 技師会員   3，０００円 

 


